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街を歩いていてもスーツケースを引く訪日外国人の旅行客を以前よりかなり

多く見かけるようになりましたが、外国人材の採用についても、おかげさま

で最近は多くのお問い合わせをいただいております。

先日はミャンマーの特定技能人材、同じくミャンマーの技能実習生とのオン

ライン面接を行いました。既に日本語能力試験N3を取得しN2の勉強中とい

う優秀な人材もおり、日本での就労と学習への熱意を感じさせる面接となり

ました。

私たち日本医療介護協同組合の面接は、すべて日本語で行っています。わか

らないときは自分で調べることはOKですが、面接に立ち会う先生の助けをな

るべく借りずに自分の力で解決する姿勢も面接では見ています。合格者の方

は、これから入国までの間、さらに学習を重ねるとのことでした。

日本でお会いできるのを楽しみにしています。頑張ってください！

ミャンマー技能実習生の訪問指導

ミャンマー特定技能/技能実習 介護人材面接

ミャンマー技能実習生の訪問指導で、木更津の施設様を訪問しました。実習

生のお2人は入国後半年ですが、既に100名前後のご利用者様の名前とお顔、

お体の状態を覚えて仕事に取り組まれていました。

指導員の方との面談では、

「日本語の会話力も文章を読む力もかなりつき、今月からは申し送りノート

のフリガナ対応をなくしても大丈夫になった」

「自分から進んで仕事を見つけ、不安な時は過信せず必ず事前に確認してく

れるので、安心して仕事を任せられる」

とお褒めの言葉をいただきました。一方、

「耳が遠い方にとっては声が届いてないこともあるので、話しかけるときに

もう少し大きな声でゆっくりお話いただけると良い」

「（1名は）入浴介助を最近始めたので、この業務に慣れてもらえたら、次

の段階として夜勤に入れるよう指導を進めていく」

など今後の課題もお伺いすることができました。実際に仕事に取り組む様子

も見せていただくことができ、指示がなくてもてきぱきと仕事をこなす様子、

またしっかり声掛けをしてから体の大きなご利用者様の移乗を行う様子など、

介護の技術や気配り、言葉がけにも大きな成長を感じました。

zoom越しの書き取り
テストも行いました。
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ベトナム技能実習1期生、全員 専門級合格！

1期生のベトナム技能実習生4名が、先日行われた技能評価試

験（専門級）に全員合格し、技能実習2号を無事修了の見込

みとなりました。おめでとうございます！

技能実習2号修了後の進路についてはこれまでも何度か面談

を行ってきましたが、現在所属している施設で、在留資格を

「特定技能」に変えて引き続き働きたい、と全員が答えてく

れました。施設では夜勤も責任感を持ってしっかりこなし、

日本人のスタッフにもご利用者様にもよく声をかけていただ

ける、立派な介護士として成長しました。日本での生活に慣

れたこともあり、寮を出て1人暮らし希望する人も出てきて

います。

今後もますますの活躍が楽しみです！

東京都病院協会賛助会員

日本で働く外国人材のメジャーな在留資格となりつつある

「特定技能」。特定技能1号として最長5年間日本で就労で

きるこの資格ですが、さらに5年就労できる「特定技能2

号」については、これまで「建設」と「造船関連」の2分野

に限られていました。

「特定技能2号」は、「特定技能1号」と比較すると、配偶

者などの帯同も認められるようになり、在留期間の更新に上

限がありません。今や世界的にも人材獲得は大きな問題にな

りつつあり、今回この対象業種として宿泊業などを含む9つ

を追加し、合わせて11分野に広げる方向です。

23日には自民党の合同会議で了承され、来月の閣議決定を

目指して調整が進められています。

介護に関しては、今回の特定技能2号の対象とはなりません。

日本に家族を呼び寄せたい人、ずっと日本で働きたい人は、

これまで通り「介護福祉士」の資格を取得して在留資格「介

護」を得ることが要件になります。

世界的な人材獲得競争に加え、日本国内でも異業種間で今後

外国人材獲得競争がさらに激しくなる可能性があります。

外国人介護人材にご興味をお持ちの方は、お早めの導入ご検

討をお勧めいたします。

特定技能2号の対象職種拡大について

おめでとうございます！

1号 2号

ビルクリーニング

製造業（産業機械等）

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

介護 →在留資格「介護」で対応

特定技能の対象分野

建設

造船

特定技能

「2号」に

追加の方向

で調整中
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